
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 総量削減計画（対策地域内の計画）  
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第１節 計画策定の趣旨及び対策地域の範囲 

１ 計画策定の趣旨 

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す 

る特別措置法」（平成４年法律第７０号。以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」という。）に基づき指定

された窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域において、自動車排出窒素酸化物及び自動車

排出粒子状物質の総量を削減するための各種対策を総合的に推進していくために、自動車ＮＯｘ 

・ＰＭ法第７条第１項及び第９条第１項の規定により策定するものです。 

 

２ 対策地域の範囲（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第６条及び第８条に基づく指定） 

 総量削減計画を策定する地域は、愛知県の区域（平成１３年１１月１日現在の行政区画）のう

ち、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、

刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、

東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡（東郷

町、長久手町）、西春日井郡（西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町）、

丹羽郡（大口町、扶桑町）、葉栗郡（木曽川町）、中島郡平和町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺

町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、佐織町、知多郡阿久比町、東浦町、

武豊町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町、宝飯郡音羽町、小坂井町、御津町の区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 

対策地域（平成 13 年 11 

月１日現在の行政区画） 
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第２節 計画の目標及び計画達成の期間 

１ 窒素酸化物 

  窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出され

る窒素酸化物の総量を削減させることにより、対策地域における二酸化窒素に係る大気環境基

準を平成３３年３月３１日までに確保することを目途として、対策地域の自動車排出窒素酸化

物の総量を削減させることを目標とします。 

  なお、平成２８年３月３１日までに、すべての監視測定局における二酸化窒素に係る大気環

境基準を達成することを目途として、対策地域の自動車排出窒素酸化物の総量を削減させるこ

とを中間目標とします。 

 

２ 粒子状物質 

  粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出され

る粒子状物質の総量を削減させることにより、対策地域における浮遊粒子状物質に係る大気環

境基準を平成３３年３月３１日までに確保することを目途として、対策地域の自動車排出粒子

状物質の総量を削減させることを目標とします。 

  なお、平成２８年３月３１日までに、すべての監視測定局における浮遊粒子状物質に係る大

気環境基準を達成することを目途として、対策地域の自動車排出粒子状物質の総量を削減させ

ることを中間目標とします。 

 

※大気環境基準 

   ・二酸化窒素   １時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であるこ 

と。 

   ・浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m3 以下であ

ること。 
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第３節 対策地域の現状 

１ 窒素酸化物及び粒子状物質排出の状況 

窒素酸化物の発生源としては、自動車からの排出量が総排出量の約３５％を、自動車の車種別 
排出状況を見ますと、普通貨物自動車の排出量が自動車全体の約６０％を占めています。（図４－

３－１） 
 また、粒子状物質については、直接、自動車等の発生源から粒子状物質として排出される一次

粒子と発生源から排出されたガス状物質が反応して二次的に粒子状物質が生成される二次生成粒

子があります。一次粒子の内訳としては、自動車からの排出量（タイヤ及びブレーキの磨耗、自

動車排出ガス）が約２２％を占めています。自動車排出ガスのうち、普通貨物自動車の排出量が

全体の約７０％を占めています。（図４－３－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注 1)１、２号総量は、法第７条第２項第１、２号にそれぞれ規定される量を表す。 
(注 2)四捨五入の関係で内訳の計と合計が合わない場合がある。 
 

図４－３－１ 窒素酸化物排出量（平成２１年度） 
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(注 1)１、２号総量は、法第９条第２項第１、２号にそれぞれ規定される量を表す。 
(注 2)四捨五入の関係で内訳の計と合計が合わない場合がある。 
 

図４－３－２ 粒子状物質排出量（平成２１年度） 

 

 

２ 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況 

平成２１年度の一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局における二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の測定結果は以下のとおりです。また、平成１４年度から平成２３年度までの測定結果（表

４－３－１、表４－３－２、図４－３－３（１）～（４））は、概ね減少傾向で推移している状況

にあります。 

 

 １ 一般環境大気測定局 

   対策地域内に設置された一般環境大気測定局における二酸化窒素濃度測定結果については、

日平均値の年間９８％値では 0.032ppm、年平均値では 0.015ppm であり、64 測定局のすべて

で環境基準が達成されている状況にあります。 

   また、浮遊粒子状物質濃度測定結果については、日平均値の年間２％除外値では、

0.052mg/m3、年平均値では 0.024mg/m3 であり、63 測定局のすべてで環境基準が達成されてい

る状況にあります。 

 

 ２ 自動車排出ガス測定局 

   対策地域内に設置された自動車排出ガス測定局における二酸化窒素濃度測定結果について

は、日平均値の年間９８％値では 0.043ppm、年平均値では 0.024ppm であり、28 測定局中 25

測定局で環境基準が達成されている状況にあります。 
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   また、浮遊粒子状物質濃度測定結果については、日平均値の年間２％除外値では 0.054mg/m3、

年平均値では 0.026mg/m3 であり、28 測定局のすべてで環境基準が達成されている状況にあり

ます。 

 

表４－３－１ 二酸化窒素濃度の推移              （単位:ppm） 

     年度 

 
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

一般環境 

大気測定局 

98%値 0.042 0.041 0.040 0.040 0.037 0.035 0.033 0.032 0.030 0.030

年平均値 0.022 0.022 0.021 0.021 0.020 0.018 0.016 0.015 0.014 0.014

自動車排出 

ガス測定局 

98%値 0.054 0.052 0.050 0.050 0.049 0.047 0.044 0.043 0.041 0.039

年平均値 0.033 0.032 0.030 0.030 0.030 0.027 0.025 0.024 0.023 0.022

 

表４－３－２ 浮遊粒子状物質濃度の推移            （単位:mg/m3） 

     年度 

 
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

一般環境 

大気測定局 

2%除外値 0.083 0.077 0.068 0.076 0.072 0.072 0.058 0.052 0.054 0.051

年平均値 0.036 0.036 0.032 0.034 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.022

自動車排出 

ガス測定局 

2%除外値 0.089 0.081 0.075 0.078 0.075 0.077 0.061 0.054 0.060 0.052

年平均値 0.042 0.040 0.037 0.038 0.036 0.033 0.029 0.026 0.024 0.023
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図４－３－３（１） 二酸化窒素濃度の推移（９８％値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－３（２） 二酸化窒素濃度の推移（年平均値） 
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図４－３－３（３）浮遊粒子状物質濃度の推移（２％除外値） 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－３（４）浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値） 
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第４節 目標量（対策地域内） 

  

 

  

※１ １～４号総量は、窒素酸化物にあっては自動車ＮＯｘ・ＰＭ法第７条第２項第１～４

号、粒子状物質にあっては同法第９条第２項第１～４号にそれぞれ規定される量を表

す。 

  ※２ 粒子状物質の１号総量、３号総量は、二次生成粒子を含む。 

  ※３ 粒子状物質の２号総量、４号総量は、自動車からの排出ガス分（一次粒子）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総量の区分 
窒素酸化物 

排出量（t/年） 

粒子状物質 

排出量（t/年） 

平成 21 年度 

（現状） 

① 対策地域において、事業活動等に伴っ 

て発生し大気中に排出される総量 

［１号総量］※1
８３，４７２ ２０，３１３※２

② ①のうちの自動車排出総量 

［２号総量］※1 ２９，０３１ １，０４２※３

平成 27 年度 

（中間目標） 

③ 対策地域のすべての監視測定局におい

て、大気環境基準を達成するための事

業活動等に伴って発生し大気中に排出

される総量 

７２，６７８ １７，６７０

④ ③のうちの自動車排出総量 
２１，４８２ ６００

平成 32 年度 

（目標年度） 

⑤ 対策地域において、大気環境基準を確

保するための事業活動等に伴って発生

し大気中に排出される総量 

［３号総量］※1

６３，５９８ １７，２６０※２

⑥ ⑤のうちの自動車排出総量 

［４号総量］※1 １６，１１７ ３６７※３
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